




































実践レポート実践レポート

事業企画部サービス調整企画課　課長補佐
清水　清康

事業企画部サービス調整企画課　課長補佐
清水　清康

障害のある方への支援について
相談したいことはありませんか？
障害のある方への支援について
相談したいことはありませんか？ 得する方法がある。

Ａ２▶居宅サービスの利用：個人契約を行い、ヘ

ルパーに日中を支援していただく。

Ａ３▶介護保険の利用：日中、デイサービスに通う。

Ｑ２▶障害者支援施設に入所し２年目位から問題

行動（他害、自傷）が現れてきました。他

利用者への粗暴行為もあり、このままでは

退所になってしまうので、問題行動がなく

なる支援方法を教えてください。

Ａ１▶入所から２年の間に利用者のアセスメント

はとってみましたか？利用者が気になるこ

と、問題行動の前後の状況、支援者が介入

した前後と確認することはいくつもあり、

原因を探ることから始め支援者が介入する

時に各支援者が共通認識を持ち、介入方法

を統一することで利用者の困りごとの軽減

につながることもあります。結果をすぐに

求めるのではなく、数か月後に問題行動が

軽減することもありますので、地道に取り

組んでほしい。

〜講師派遣〜

・障害児（者）の状況（高齢障害、強度行動障害、障

害者の健康、発達障害、等）

・障害福祉サービスの利用状況

・新しくスタートしたサービス等の使いやすさや実際

の利用状況等の調査結果

・制度の仕組み

・当法人で行っている高齢障害者、強度行動障害、医

療的配慮、発達障害児等の支援方法や他機関との連

携方法　　

・当法人で取り組んだ調査の結果　等

　依頼内容に合わせ、派遣を行っています。また場合

によっては、当法人以外の適任者をご紹介させていた

だくこともあります。

　下記の表は本年度全国の事業所から寄せられている

相談件数です。

表．令和元年度12月末の件数

〜障害児（者）支援に携わる皆様へ〜

　のぞみの園では全国からの相談に対応させていただ

いております。

　講師派遣や障害支援でお困りの内容等も事業所へ訪

問させていただき、困りごとを軽減できるようにアド

バイスさせていただきますので、お気軽にご相談くだ

さい。

担当：事業企画部サービス調整企画課事業企画係

　　　　　　　　　　連絡先：027-320-1366
　　　　　　E-mail：webmaster@nozomi.go.jp

総合支援法（法制度）に関すること

地域移行に関すること

高齢知的障害者支援に関すること

行動障害支援に関すること

矯正施設を退所した知的障害者の支援に関すること

発達障害児・者支援に関すること

障害者の医療支援に関すること

就労支援に関すること

児童発達支援に関すること 

権利擁護（虐待防止含む）に関すること

意思決定支援に関すること

介護保険に関すること

事業運営に関すること

のぞみの園利用に関すること

調査・研究に関すること

養成・研修に関すること

職員派遣（講師・コンサルなど）に関すること 

その他

合計

４

６

23

77

27

22

４

８

５

０

０

２

７

20

１

17

８

28

259

15

３

18

15

10

38

４

０

１

３

２

０

１

０

０

０

０

17

127

相談項目 援助・助言 講師派遣
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調査・研究 調査・研究

福祉避難所の現状と課題
－知的障害者等を受け入れた３自治体・６事業所への聞き取り調査より－

生活支援部 特別支援課　生活支援員　宇野  明夫・齋藤  祐一・星野  美咲・岡本  萌

Ⅰ．研究の目的
　のぞみの園は、2019年３月に高崎市と福祉避難所としての

協定書を交わしました。災害発生時に福祉避難所を開設する

にあたり、平常時は何を備えておけば良いのか、要配慮者が

安心して避難生活を送るためにはどのような支援が必要なの

かを明らかにすることを目的とし、実際に福祉避難所を開設

した自治体、事業所に対して調査を実施し、課題を抽出して今

後の方向性を考察しました。

Ⅱ．方法
　はじめにのぞみの園を福祉避難所に指定した高崎市の福祉

避難所を所管する防災安全課を調査対象とし、訪問によるヒ

アリング調査を行いました。調査は2019年２月に実施し、調

査項目は、①人口規模、②福祉避難所協定施設数、③現状と

しました。

　次に、実際に福祉避難所の開設実績のある地域の自治体及

び事業所を対象とするヒアリング及びアンケートを実施しま

した。電話にて調査協力の依頼を行い、承諾が得られた３自

治体及びその自治体で福祉避難所を開設し知的障害者等の受

け入れ経験のある６事業所を調査対象とし、訪問によるヒア

リング調査及びアンケート調査を2019年４〜６月に実施しま

した。自治体への調査内容は④人口規模、⑤福祉避難所数、

⑥災害種別とし、事業所への調査内容は、⑦受入数、⑧家族

の受け入れ、⑨一般の避難所経由、⑩開設日数、⑪課題とし

ました。

　なお、本研究は国立のぞみの園調査研究倫理審査委員会で

承認を得て行いました。

　福祉避難所とは災害時に一般の避難所では避難生活が困難な高齢者や障害者、妊婦など、災害時に支援が必要な人たち

（要配慮者）に配慮した自治体指定の避難施設であり、自治体からの要請を受けて開設します。また福祉避難所の設置・運

営については、それぞれの地域の特性や実情等を踏まえ、災害発生前から必要となる施策を検討し、独自のガイドライン・

マニュアルを作成することが望ましいとされています。

　昨今、福祉避難所が注目されており、設置は進んだものの災害時は想定外のことが起こり、様々な課題も指摘されてい

ることから、改めて福祉避難所のあり方を考えてみました。

Ⅲ．調査結果
１．高崎市へのヒアリング調査（調査項目①〜③）

　高崎市へのヒアリング調査により、福祉避難所の指定にか

かわる情報を得て、このデータをもとに実際に福祉避難所を

開設した自治体及び事業所に対してのヒアリング調査の参考

にしました。

２．福祉避難所開設実績のある自治体及び事業所へのヒアリ
ング調査（調査項目④〜⑪）

自治体

現　状

高崎市 人口 37万人 福祉避難所指定数 20か所

・福祉避難所を開設した実績はない。（県内同様）
・福祉避難所を利用する際は一般の避難所を経由する。
・要配慮者１名につき家族１名の受け入れを想定している。
・県が作成した災害調査をもとに福祉避難所を利用する
ことが想定される障害種別ごとの人数は把握している
が、各福祉避難所の収容人数までは把握できていない。
・今後も福祉避難所の指定は増やす予定である。

自治体
人　口

受入数

福祉避難
所指定数

一般の避
難所経由

開　設
事業所

家族の
受　入

災害種別

Ａ市

Ｄ事業所

５名

○

×

Ｅ事業所

１名

×

○

Ｆ事業所

１名

○

○

Ｇ事業所

１名

○

○

Ｈ事業所

11名

×

×

Ｉ事業所

4名

○

○

Ｂ市 Ｃ市
72万人 ４万人 74万人

豪雨 豪雨 震災

70か所 15か所 138か所

開設日数 ２日 ９日 ８日 43日 45日 47日

20　NEWS LETTER



調査・研究 調査・研究

家族の受け入れ（調査項目⑧）
　要配慮者の家族を受け入れた福祉避難所は６か所中４か所

であり、家族を受け入れたことで、主たる支援は場所、食事

の提供となり施設からの支援は、ほとんど必要としない結果

となりました。Ａ市については、１名以上の家族の受け入れも

認めるとしつつ、費用については１名までの対応をとっていま

した。

一般の避難所経由（調査項目⑨）
　一般の避難所を経由せずに避難してきた要配慮者の多く

は、受け入れした事業所の利用経験があるなど、何らかの接

点を持っていたことが多く確認できました。また、災害発生後、

自治体から開設要請を受ける前に自主的に福祉避難所として

開設する事業所もありました。Ａ市においては、災害後に再調

査を実施した結果、一般の避難所を経由せず自主的に福祉避

難所として開設した事業所に避難した要配慮者が120名存在し

ました。	

開設日数（調査項目⑩）
　ガイドラインでは福祉避難所は応急的に難を避ける施設の

ため、開設期間は災害発生の日から7日以内とされています

が、災害状況等により開設期間を延長できるものとされてい

ます。市営住宅への転居や仮設住宅の完成を待って退所する

など、退所となる条件も異なるため、開設期間においても大

きな差が生じる結果となりました。

Ⅳ．考察
　今回の調査では、災害時に福祉避難所のガイドライン及び

設置マニュアル等だけでは判断することが難しい事案が発生

する可能性が明らかとなりました。その事案に対し平常時に

は何を備えておくことが必要なのかを、福祉避難所の開設か

ら受け入れ、福祉避難所の備え、自治体との連携の3点から考

察を行いました。

１．福祉避難所の開設から受け入れについて

　福祉避難所の開設は、自治体から要請を受けて開設する流

れを基本としますが、今回の調査では、自主的に開設した事

業所や一般の避難所を経由せず避難してきた要配慮者をその

まま受け入れ、自治体へは事後報告により許可を得ていたこ

とが明らかとなりました。

　受入れ人数では、マニュアルは原則として要配慮者１名に

つき介助者１名としていましたが、６施設のうち４施設は１名

以上の介助者（家族）とともに受け入れていました。家族と

ともに受け入れた福祉避難所は、直接的な支援は家族が行っ

たため、いずれも負担感は少なかったと回答していた一方、

要配慮者のみ受け入れた施設では、配慮事項等の情報が不足

しており、環境の変化で要配慮者がパニックになるなど、負

担感があったことが推測されました。

　これまでに福祉施設の利用経験がなく、かつ単身で要配慮

者が避難してきた場合に備え、自治体を通じて、災害時に避

難する場合の携行品の一つとして、状態像、支援項目、留意

点等を記載するシートを作成する必要があると考えられます。

２．福祉避難所の備え

　福祉避難所を開設するに当たり、第一に考えなければなら

ないのが、施設利用者への配慮です。今回調査した施設では、

利用者と要配慮者の導線を分けるなどの対策を行っていまし

た。そのため、平常時より、利用者への説明、対応等を考え

ておくことが必要であると考えられます。

３．自治体との連携

　災害時には予期せぬ事案が起こる可能性が想定されるた

め、福祉避難所を想定した訓練やシミュレーションを自治体と

共有し、連絡・相談の窓口を具体的に決め、備える必要があ

ります。

　また、福祉避難所のガイドライン及び設置マニュアル等は

大枠でのルールであり、予期せぬ事案まではカバーしていな

いのが現状です。福祉避難所のガイドライン及び設置マニュ

アル等を、自治体と福祉避難所が連携してバージョンアップ

していくことが求められると考えられます。

Ⅴ．のぞみの園における今後の福祉避難所の方向性について
　日本はこれまでの歴史において、様々な災害を経験してき

ました。今後は、南海トラフ地震などの大規模な震災が予測

されています。また、異常気象に伴う集中豪雨に代表される

自然災害が毎年起こっています。そして、要配慮者の方が困っ

ている様子がテレビのニュース映像で映し出されています。

今回の調査で明らかになった福祉避難所の現状と課題に対し

ての対応策を踏まえて、要配慮者が安心して避難所としての

ぞみの園を利用出来るよう準備を整えていきます。

参考文献
1）内閣府（2016）「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」
　http ://www.bousai .go . jp/ta isaku/hinanjo/pdf/1604hinanjo_
hukushi_guideline.pdf

課　題

・福祉避難所開設後、様々な自治体の部署から連絡が入り、混乱した。
・受け入れ時、自治体からの情報提供が手帳の所持や年齢等など、数行
のみであることからアセスメントが必要となった。
・災害が起こる可能性が低い地域と認識していたため、実際に災害が起
きた時に、どのように行動していいか分からなかった。
・自治体と福祉避難所の協定書を交わしていたが、事前準備の必要性を
感じていなかった。
・家族対応と単身対応の両方でスペースを確保しておくことが必要であった。
・災害時に福祉避難所として開設する可能性があることの周知を施設利
用者にしていなかった。
・環境が変化することで、不穏、パニック、不眠となる要配慮者がいた。
・一般の避難所を経由せずに、直接に避難してきた方を断ることはできない。

＊Ａ市：Ｄ・Ｅ事業所　　Ｂ市：Ｆ・Ｇ事業所　　Ｃ市：Ｈ・Ｉ事業所
＊調査データの数値はヒアリング調査実施当時
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Ⅰ．自己効力感 self-efficacy

　困難な状況は、行動を達成したい我々の前に立ちはだか

る“壁”のようなものです。この“壁”を乗り越えて、結

果を達成するためには、乗り越えるためのスキルやパワー

も必要だし有用かもしれませんが、それらを持っているだけ

では乗り越えられません。結果の達成に向けて、困難があっ

ても取り掛かろうとする意欲、結果が得られるまで取り組み

を続けようとする意欲が必要です。その意欲の土台となる

のが「自己効力感 self-efficacy」です。「自己効力感 self-

efficacy」とは、心理学者アルバート・バンデューラが提唱

した概念で、ある行動をとる際に、自分は必要な行動をうま

く成し遂げられる、自分にはできるという可能性を認知し

ていることを意味します。「自己効力感 self-efficacy」が

備わっていてはじめて課題や困難に挑戦しようと取り掛か

ることができるし、達成に向けて持てるスキルやパワーを発

揮することができる、ということです。逆に「自己効力感 

self-efficacy」が乏しく、“自分は無力だ”と学習してしま

うと、実際には十分達成できる課題に対しても取り掛かれ

ず、達成できなくなります。これを「学習性無力感」といい、

いったん身についてしまうとなかなか払拭できないと言わ

れています。そして「自己効力感 self-efficacy」を形成す

る源になる要因として、『成功体験』『代理経験』『言語的説得』

『生理的情緒的高揚』があげられ、なかでも最も重要なもの

が『成功体験』です。『成功体験』は文字通り実際に何かを

達成した、成功した経験のことです。ここでは子どもや障

害のある方への関わり場面を想定して、『成功体験』の実現

のために大切な２つのポイントについてお話します。

Ⅱ．『成功体験』のために〜適切な目標設定〜

　まず大切なのは、目標設定が適切かどうか、ということで

す。大人や支援者はつい、“こうしてほしい”という願望を

本人に押し付けてしまいがちです。たとえば、行事参加が苦

手な子どもが運動会で「徒競走だけなら出る」と言ってい

るとします。しかし大人は“できれば最初から最後まで出

てほしい”と期待し目標として掲げたりします。しかしそ

れでは、たとえ達成できたとしても、誰がうれしいのかと

いえば大人や支援者です。授業中にパニックになる子がい

たとします。“パニックにならないこと”を本人と約束させ

てパニックを我慢することを目標にさせるとします。パニッ

クにならなかったら周囲の大人の困り感は減るかもしれま

せんが、パニックの背景に潜んでいた本人の困り感は何ら

解決されないままです。これらのように大人や支援者にとっ

ての『成功体験』にすり替わらないよう注意し、本人にとっ

て『成功体験』になることを目標として考えましょう。

　その上で大切なことは、成功・達成できる可能性や見込

　人生に苦労はつきものである、というと少し重たく感じられるかもしれません。しかし確かに誰もが大なり小なり、様々

な困難に遭遇するし、それを乗り越えて行動を達成し、成長につながっていると言えます。でも、いったいいつからどうやっ

て、人は困難な状況を乗り越えて行動を達成できるようになるのでしょうか。今回はそのための重要な要因の一つとして

挙げられる『成功体験』について取り上げようと思います。

成長への意欲・エネルギーの源 「成功体験」
診療部長　成田　秀幸
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みが高いかどうかということです。現時点で何をどこまで

できているのか、得意・不得意、認知のスタイルはどうか

など、具体的で現実的なアセスメントに基づいて、いわゆ

る“芽生え反応”に注目します。ここでも“こうあってほしい”

という周囲の願望の押し付けにならないよう注意し、本人

にある根拠に基づいて、達成できる可能性が高い目標を設

定します。

　そして目標を達成した結果、本人が確かな手ごたえを感

じられること、自信につながることが大切です。本人が何

をもって“達成”と感じられるのかは一人ひとり違います。

目標としていた点数や順位など、数値的なものが具体的な

“手ごたえ”になる場合もあるかもしれませんし、モノが完

成した、見本通りにできたということが“手ごたえ”にな

ることもあるかもしれません。たとえば自閉スペクトラム

症の特徴を持つ方で、プットイン課題ですべて物を入れ終

わったなど、視覚的にやり終えたとわかる“手ごたえ”が

達成感になっていることをしばしば経験します。

Ⅲ．『成功体験』のために〜おぜん立て〜

　適切な目標設定とも深く関連しますが、もう一つ大切な

ポイントは「おぜん立て」というキーワードです。大切な

ことは、本人が“主体的に取り組んだ”という感覚を持て

ていることです。例えば“かけっこ”をイメージしてみて

ください。本人の手を、大人や支援者が引っ張ってゴール

まで連れて行ったとします。これでは達成感にはつながり

ません。肝心なのは本人自身が走り出すこと、自らゴール

することです。そのために、ゴールはどこなのかがわかる

ようにゴールテープを張ったり、途中で転ばないよう、ゴー

ルに到達しやすいようにグランドを整備したりする、大人

や支援者が果たすべき役割はそのような“おぜん立て”だ

と思います。本人の年齢、興味関心、活用しやすい有用な

手がかり（言葉かけ、具体物、イラストや写真、モデル提

示など）などについて詳しく把握し積極的に用いることで、

適切な“おぜん立て”を目指したいものです。

　大人は子どもに対して、たとえ苦手なものであっても逃

げずに様々なことに積極的に挑戦すること、早く取り掛か

ること、最後までやり抜くことなどを求めがちです。また、

子どもに限らず、大人であっても、相手に対してより適応

的であることを望み、不適切な行動は減らす、あるいは無

くしてほしいと求めたりします。しかし、周囲が抱く期待

を満たすような結果を性急に求めるあまり、期待通りにな

らない子どもや大人を注意・叱責・非難したり、時には罰

を設定することで行動を変容“させよう”とすることもあ

るかもしれません。しかしこのプロセスには大切な視点・

要素が欠けています。行動を成し遂げるのも変容するのも、

主体は当事者です。子どもや大人であっても当事者が主体

的に行動を起こし、継続することで初めて結果につながる

ものです。そしてその土台となるのが「自己効力感 self-

efficacy」です。私たちが関わっている子どもや大人には、

もしかしたら「自己効力感 self-efficacy」がまだまだ不足

しているのかもしれません。だとすれば目の前の行動変容、

期待通りの結果を求めるのは性急だと言わざるを得ません。

目の前の問題解決を目的とした対応方法、工夫だけに目を

奪われるのではなく、関わっている子どもや大人が「自己

効力感 self-efficacy」を高めていくために、日々、着実な『成

功体験』をコツコツと積み重ねられるよう、“適切な目標設

定”と“おぜん立て”を通じて、私たちが果たせる役割に

ついてあらためて考えてみるのもいいかもしれません。そ

の先には、周囲がそうさせたのではない、子どもや大人が“自

ら”、“主体的に”取り組んだ成果としての行動変容や適応

改善があり、そのプロセスの中に本人の魅力や強みを味わ

い、見出すことがきっとできると思います。『成功体験』は

まさに成長への意欲、エネルギーの源なのです。
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Ⅰ．はじめに
　私たちが生活する上で『健康』は生活の基本となる

部分です。健康管理については、障害があっても無く

ても変わりません。

　健康を維持するためには　①適正量の食事　②十分

な睡眠　③適切な運動　が大事ですが、知的障害や発

達障害をお持ちの方の中には、障害特性から食事の偏

りがみられたり、定期的な運動を苦手とする方も多く、

生活習慣病や他の合併症を患うリスクが高い傾向にあ

ります。自覚症状を訴えることが難しい方の場合、病

気が進行してから発見されることも少なくありません。

更に、施設入所者や就労している方は法定健診により

定期的に健康診断を受ける機会がある一方で、在宅の

方については健康診断の受診率が低いことが分かって

います。

　病気の予防や早期発見のためにも、健康に関心を持っ

ていただくとともに、健康診断を受け、定期的に身体

の状態を把握することが大切です。

　今回は、当法人診療所で行っている健康診断につい

てご紹介いたします。

Ⅱ．当法人診療所での健康診断について
　診療所では、平成29年より地域で暮らす18歳以上の

障害者の方を対象に健康診断を実施しています。健康

診断実施者数は、平成29年（初年度）は14名でしたが、

近隣の就労支援事業所や生活介護事業所等への広報活

動や送迎サービスの導入等により平成30年度は94名、

令和元年度は126名と増加しています。

　主に、健康診断に携わるスタッフは、内科医・看護師・

放射線技師・事務職員・医療ソーシャルワーカーです

が、１日の受入れ人数が多い日には、臨床心理士や理

診療部発達支援課発達診療係　田方　　睦

学療法士も通常業務を調整し携わってます。障害特性

から待つことが苦手な方もいるため、限られた人員で

できる限りスムーズに検査を受けていただけるよう努

めています。

　また、健康診断の内容は、基本検査（問診・検尿・計測・

採血）とオプション検査に分かれており、オプション

検査では、骨密度（骨粗鬆症の検査）や腫瘍マーカー（癌

の検査）など、より詳しい検査も行っています。［表１］

［表１］ 検査項目（のぞみの園健診）

　令和元年度の健康診断受診者の障害種別の内訳は、

［表２］の通りです。令和元年度に当診療所の健康診断

を受けた９割の方が療育手帳を所持し、複数の障害者

手帳を所持している方は20名でした。また、療育手帳

所持者116名中、重度の手帳を所持している方は53名

で、行動障害を有する方もいらっしゃいました。

国立のぞみの園診療所で実施している
障害者向け健康診断について
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［表２］令和元年度健康診断障害者手帳内訳

Ⅲ．健康診断の実際
〜事前準備〜

　知的障害や発達障害をお持ちの方の中には、病院や

検査に対する不安が強い方も少なくありませんので、

健康診断を受け入れる上で事前準備は大切です。その

方が、今までにどんな検査を経験した事があるのか、

そのときにどうだったかによって健康診断実施日のス

タッフの準備及び対応も異なります。男性が苦手な方

には女性スタッフが対応したり、採血が苦手な方は採

血を最後に実施するなど、事前に把握しておくことで

ご本人の苦痛な経験を避けることができます。障害特

性から、病院で嫌な体験をするとその後の通院に影響

が出る可能性がありますので、医療を身近に感じてい

ただけるよう、ご本人に安心して健康診断を受けてい

ただけるよう対応しています。

　のぞみの園診療所では、障害特性、苦手なこと、指

示理解の程度、各検査項目に対しての経験の有無や対

応の工夫など、一般の健康診断に比べより詳しい問診

票を作成しました。記入いただいた問診票の内容をス

タッフ間で念入りに確認・共有し、当日の対応準備を

しています。

〜健康診断当日の対応〜

『安心して受けていただくために』

　健康診断は普段の日常とは異なる状況です。次々と

色々な検査を行う健康診断は、ご本人にとって不安な

状況でもあります。そのため、見通しをもって検査等

を受けていただけるよう、スケジュールや絵カードな

どを使用しています。［写真１］

　また、当診療

所では健康診断

を す る た め の

専用のスペース

がないため、外

来の待合をパー

テーションで区

切 っ て 各 検 査

のブースをつく

り、『どこで』『何

をする』のか分

かるよう文字や

絵を使用して案

内しています。

さらに聴覚過敏

や周囲の刺激に反応しやすい方もいるため、健康診断

を実施する日は、一般外来を避けて予定を組むなど環

境の調整もしています。

『本人のペースを大切に』（採血の例から）

　一般の方でも注射の苦手な方は多いかと思います

が、知的障害・発達障害をお持ちの方も採血が苦手な

方は多く、その場から逃げ出してしまう方も見受けら

れます。その場合でもご本人のペースを尊重し、タイ

ミングを見る、絵カードの提示や数のカウントで見通

しを立てる等をしながら対応しています。場合によっ

ては採血室にこだわらず、ご本人が落ち着いて出来る

場所（車内や待合ソファーなど）で行うこともありま

す。どうしても難しい場合は、日を改めることも検討

します。事前に分かっている場合には、他の検査に支

障が出ないよう苦手な検査を最後に行います。（先に述

べた、問診票での事前聴取が役立つ場面です。）

　その日のご本人の様子やペースに合わせ、一段ずつ

ステップアップできるイメージで対応しています。

　医療者側の都合ではなく、ご本人を中心に対応する

ことで、十数年ぶりに採血が出来た方もいました。そ

のときには、ご本人やご家族だけでなく、私たち診療

Ａ療育手帳

Ｂ精神障害者保健福祉手帳

C身体障害者手帳

（上記の内）ＡＢを所持している者

　　　　　ＡＣを所持している者

　　　　　ＡＢＣを所持している者

116名

10名

20名

3名

15名

2名

［写真１］絵カードの一部（採血）
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所スタッフも非常に嬉しく、健康診断事業の励みにな

りました。

『検査の工夫』（視力検査の例から）

　当診療所の視力検査は、従来のランドルト環を使っ

た視力検査表を使用しています。当初は、ランドルト

環の空いている方を答えたり、指で示す方法で測定し

ていました。しかしながら、どの指標を指しているの

かわかり難い点や上下左右の指示理解の難しさから、

測定が出来ない方が大半でした。そこで、スタッフ間

で検討し、現在は厚紙を切り抜いたハンドル（Cのマー

ク）を手に持っていただき、視力検査表と手に持って

いるハンドルを「同じ方向に一致させる（マッチング

させる）」方法に変更しました。また緊張の強い方に対

しては“絵ひとつ表”で練習し、緊張を解してから測

定する方もいます。これらの工夫により、言葉や指で

答えていた時に比べ、スムーズに検査ができる方が増

えています。

視力測定の様子

『結果と受診後』

　当診療所では、受診後約１ヶ月で健康診断の結果を

ご自宅や事業所へ郵送できるように努めています。

　健康診断の結果は、Ａ〜Ｆに区分されていますが、

「Ｄ再検査を要します」や「E治療を要します」の場合

には、医療機関への受診が必要となります。当診療所

では、健康診断後の二次検査も随時受け付けておりま

すので、お気軽にご相談下さい。また、Ａ〜Ｃの方も、

健康診断の結果を参考にしていただき、必要に応じて

生活習慣を見直すきっかけにしていただきたいと思い

ます。そして、生活習慣病の予防や病気等の早期発見

のためにも、年１回継続的に健康診断を受けていただ

くことをお勧めします。

【健康診断結果：判定基準】

Ⅳ．今後の課題
　障害特性に応じた配慮により、出来なかった検査が

実施できる方も増えています。しかしながら、ご本人

の指示理解の程度が検査結果に影響することも事実で

す。例えば、聴力に関して『日常生活には支障がない

けれども検査結果は要受診だった』ということも実際

にはあります。今後も、配慮や検査の工夫を重ね、障

害をお持ちの方の健康生活のお手伝いができるよう、

スタッフ一同努めていきたいと思います。

　また、今後もこの事業を続けていくために、健康診

断料金の改定や送迎サービスの見直し等、皆様のご意

見をいただきながら検討していきたいと思います。

　国立のぞみの園では、令和２年４月に有償刊行物「知

的・発達障害者のすこやかシリーズ」を発行します。

シリーズ第一巻は「健康診断」について記載しています。

健康診断の必要性や実際の状況、知的・発達障害者の

かかりやすい病気等についてご紹介しています。のぞ

みの園診療所で行っている健康診断についても記載さ

れていますので、ご興味のある方は手にとってご覧下

さい。

Ａ：今回の検査の範囲では異常はありません

Ｂ：わずかな異常があります

Ｃ：経過観察を要します

Ｄ：再検査を要します

Ｅ：治療を要します

Ｆ：現在治療中です
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I N F O R M A T I O N

Ⅰ

知 的 ・ 発 達 障 害 者 の 健 康 診 断
～ 幼 児 期 から必 要 なこと～

①主　　催／独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

②日　　程／令和２年６月22日（月）

③場　　所／国立障害者リハビリテーションセンター学院（埼玉県所沢市）

④定　　員／100名

⑤募集案内／現在募集中です。

①コ ー ス／ ・高齢知的障害者支援コース

　　　　　　 ・行動障害者支援コース

　　　　　　 ・矯正施設を退所した知的障害者支援コース

　　　　　　 ・発達障害児支援コース

②期　　日／令和２年４月～令和３年３月（随時受入）

③場　　所／独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

④募集案内／現在募集中です。当法人HPをご覧ください。

Ⅱ 第１回国立のぞみの園セミナー

Ⅲ 国立のぞみの園支援者養成現任研修

●強度行動障害支援者養成研修（指導者研修）̶ 群馬会場̶

①日　　程／（基礎研修）令和２年５月 19日（火）・20日（水）

　　　　　　（実践研修）５月 21日（木）・22日（金）

②場　　所／Ｇメッセ群馬 （群馬県高崎市岩押町12番24号）

③募集人数／各都道府県から原則３名

　　　　　　（４名以上の受講及びオブザーバーでの参加については要相談）

●強度行動障害支援者養成研修（指導者研修）̶ 大阪会場̶

①日　　程／（基礎研修）令和２年５月 26日（火）・27日（水） 

　　　   　　（実践研修）５月 28日（木）・29日（金）

②場　　所／大阪府立男女共同参画・青少年センター

　　　　　　（大阪府中央区大手町１丁目３番 49号）

③募集人数／各都道府県から原則１名

　　　　　　（２名以上の受講及びオブザーバーでの参加については要相談）

令和２年度強度行動障害支援者養成研修
（指導者研修）

研修・養成

　のぞみの園では、障害福祉や保健医療に従事する皆さまに対して、全国の障害者支援施設

や関係機関などで課題となっている「高齢の知的障害者等への支援」や「著しく行動障害等

を有する者等への支援」、「矯正施設等を退所した知的障害者への支援」、「発達障害児・者等

への支援」などをテーマに取り上げ、支援の現場で役立たせていただくために、下記の研修

会やセミナーなどを開催します。

　皆さまのご参加をお待ちしております。

【お申し込み・お問い合わせ先】国立のぞみの園　事業企画部研修・養成課研修係
TEL027-320-1357　FAX027-320-1368

【おことわり】
新型コロナウィルスの感染拡大の影響等により、開催を急きょ中止する場合は、当法人ホーム
ページにてお知らせいたします。ご確認いただきますよう、お願い申し上げます。
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